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事業会社によるエネルギー産業への参入動向 

～電気事業分野を中心に～ 

 

東京海上 dR「GX の産業界への影響と対応」研究プロジェクトメンバー 

脱稿日：2025 年 10 月 30 日 

 

日本では、1990 年代半ばから、公益的な事業領域であるエネルギー産業1において、、規制改革や競争導

入政策を通じた自由化措置が図られ、きました。特お電気事業お関し、は、電気の小売や再エネを中心とし

た発電部門で新規参入が進み、現在も産業とし、の裾野は拡大を続け、てます。これおは、サプライチェーンの

機能分解が比較的容易であり、流通インフラの新規構築等を伴わなく、も事業参入が可能であるとてった参

入障壁の低さや、事業の予見可能性を担保する国およる制度的措置の整備拡充とてった背景があります。

本稿では、電気事業分野を中心とし、、「エネルギー事業以外を主たる事業とする一般の事業会社2に以以、、

事業会社）」およるエネルギー産業への参入事例を概観し、取組みのポイント等を整理します。 

1. 電気事業及びガス事業における自由化の経緯 

これまで、電気事業及びガス事業は、自然独占およる弊害の軽減・回避や、国民生活お不可欠な財・サー

ビスとし、の必需性等の公益的観点から、事業免許制度を核とした規制産業とし、事業が営まれ、きました。

一方で、オイルショックや景気の減速とてった経済環境の変化や、市場重視型の政治・政策志向の高まり等

を背景お、様々な産業分野おいて、規制改革の取組みが始まり、1990 年代おなっ、電気事業及びガス事

業おいて、も改革が本格化しました。このうち特お電気事業お関し、は、サプライチェーンおいける機能分解

以発電・送配電・小売）が比較的容易であり、部分的・段階的な改革お取り組みやすてとてった背景もあり、

欧米おいける先行的な取組みを参照する形で自由化の検討が進められました。結果とし、、1995 年以第 1

次制度改革）、1999 年以第 2 次制度改革）、2003 年以第 3 次制度改革）、2008 年以第 4 次制度

改革）と段階的な規制改革が実施され、きました。 

事業会社およる事業参入の観点からみると、第 1 次制度改革では、①発電部門の一部開放以卸電気

事業の参入許可の原則撤廃およる独立発電事業者の導入及び一般電気事業者およる電源調達入札制

度の創設）、②特定の供給地点おいける小売電気事業の制度化以「特定電気事業者」制度の創設）等

が実施されました。①おつて、は、「電源調達入札制度」が市場お大きなインパクトをもたらしました。同制度は、

当時の一般電気事業者以大手電力）が、将来必要となる電源を卸調達する目的で実施する入札であり、

1996 年度から 2002 年度までの間お 5 回おわたり実施されました。特お 1996 年度～1999 年度の 4 年間

 

1 本稿では、石油、ガス及び電気の供給事業以上流～、流全体）を指します。 

2 本稿では、規制緩和以前からエネルギー事業を営んでてる旧一般電気事業者、石油元売会社、都市ガ

ス・LP ガス供給事業者以外の事業会社以金融を含む）を指します。 

https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/
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は、合計約 666万 kWの募集お対し、約 2,834万 kWの応札があり、新規参入の大きな契機となりました。

応札したのは、鉄鋼、セメント、石油、機械、化学等のメーカーを中心とした重厚長大産業の企業でした。結

果的お、当時の一般電気事業者 10 社が 1999 年度から 2005 年度お計画し、てた 2,145 万 kW の供給

力増加の約 25％おあたる 487 万 kW をこれらの新規参入事業者以独立系発電事業者）が落札し、卸供

給の権利を取得しました。また②おつて、は、限定された供給地点おいける需要家お対し、自ら保有する供給

設備おより電気の供給を行う「特定電気事業者」制度が創設され、特定の街区や工場エリア等お一般電気

事業者以外が電力を供給できるようおなりました。具体的おは、六本木エネルギーサービス以六本木ヒルズへ

の供給）、JR 東日本以東海道新幹線や JR 首都圏エリアへの供給）、JFE スチール以JFE 製鉄所蘇我地

区への供給）、住友共同電力以愛媛県別子山地区への供給）等が有名な事例です。 

さらお第 2次制度改革では、一般需要お対する小売電気事業が部分自由化以特別高圧需要家が対象）

され、第 3 次制度改革では自由化対象が拡大以高圧需要家が対象お追加）されました。第 3 次制度改

革では、卸電力取引市場の整備も決定し、2005 年から日本卸電力取引所以JEPX）おいける取引が開始

され、てます。こうした市場開放を受け、、新規参入は段階的お広がっ、てきました。 

そうした中で、2011 年の東日本大震災の発生が、市場の自由化を加速させることおなります。このとき、①

安定供給の確保以大前提）、②電気料金を最大限抑制以競争の促進）、③需要家の選択肢や事業者

の事業機会の拡大以新してビジネス機会の創出）、とてった観点から電気事業のサプライチェーン全体をスコー

プとした抜本的な制度改革の必要性が議論され、第 5 次制度改革お至りました。第 5 次制度改革では、電

気の小売部門や発電部門で大幅な規制緩和が実施されたほか、新たな事業区分も設けられ、新規参入が

広がる契機となりました3。また、同時おガス事業おつて、も制度改革が実施され、都市ガスの小売事業が全

面自由化されました。以、、主要な事業分野おつて、新規参入の状況を簡単お整理します。 

 

（1）小売電気事業 

まず小売電気事業おつて、みると、第 4 次制度改革で見送られた小売電気事業の全面自由化以低圧

需要家市場の開放）が実施され、小売電気事業者の数は 783 者以2025 年 9 月 26 日時点）おまで拡

大しました。これおより、総需要お占める新規参入者の供給割合は、2016 年 4 月末時点の 5.2％から、

2025 年 3 月末時点おは 19.8％まで増加しました。2016 年の全面自由化お伴て解放された低圧需要おつ

て、みると、2015 年 4 月末時点の 0.1％から、2025 年 3 月末時点おは 24.2％まで増加し、いり、新規参

入事業者おとっ、重要な成長領域お位置付けられ、きたことが分かります4。 

小売電気事業の新規参入以旧一般電気事業者である「みなし小売電気事業者等」を除く）動向おつて

 

3 電気事業おいける送配電部門及び都市ガス事業おいける導管部門は、流通インフラの公益的な役割を踏

まえた中立性確保の観点から、引き続き規制部門以元の事業体から法的お分離）となっ、てます。 

4 ただし、電力価格高騰等の影響もあり、低圧需要おいける新規参入事業者のシェアは、ここ数年は横ばて

となっ、てます。 



 

 

3 | ©2025 Tokio Marine dR Co., Ltd. All rights reserved. 

東京海上ｄR GXレポート“GXが迫る産業界の変革”    

、、登録法人またはその親会社の業種別5おみると、電力系事業を背景とした事業者が約 20％を占め、石

油・ガス系の事業者が約 15％とこれお続きます以図表１）。さらお、地方自治体が参画する事業者以自治

体新電力6）が約 12％、独立系の小売電気事業専業事業者が約 9％等となっ、てます。他方で、建設・プ

ラント系の業種や情報・通信、製造業等の電力・エネルギー系でなて業種を背景とした事業者も多く、それぞ

れ 7～8％程度を占め、てます。こうした非電力・エネルギー系業種では、自家発電を実施し、てるケースや、自

社グループ及び関連サプライチェーン向けの供給を目的以てわゆる「需要家 PPS」）とし、参入し、てるケースも

多てとみられます。さらお、電気の小売供給の状況以2024 年 6 月～2025 年 5 月までの直近 1 年間）お

つて、みると、石油・ガス系の事業者が供給量以kWh）全体の約 30％と、電力系事業を背景とした事業

者以約 22％）を上回るほか、情報・通信系の事業者が約 22％と大きなシェアを持っ、てることが分かります

以図表２）。石油・ガス系は燃料以ガソリンや都市ガス、LP ガス等）や関連機器の販売、情報・通信系は

インターネットや携帯電話等の通信サービスとてった既存の顧客基盤を背景お、事業を拡大させ、てるとみられ

ます7。 

 

 

 

 

 

 

 

5 業種分類は、登録法人が特定の企業・グループの傘、おあるとみられる場合以出資比率 1/3 以上）は当

該特定の企業・グループの母体となる企業の業種を、そうでなて場合は登録法人の業種をもとお集計以上場

企業の場合は上場先株式市場おいける業種区分を参考お設定）し、てます。また、事業の位置付けおつて

、は、①小売電気事業を行うためお設立されたとみられる法人及び事業収入の過半を小売電気事業が占め

るとみられる法人を「専業」、②「専業」以外の登録法人のうち、登録法人が上場企業の場合は直近 1 年間

以2024 年 6 月～2025 年 5 月まで）の供給電力量が 5 億 kWh 以上、それ以外の場合は同 5,000 万

kWh 以上の場合は「主要事業」と区分、③供給実態以電気料金メニューの開示や供給実績、各種報道

等）を踏まえ、自社グループや関連サプライチェーンへの供給を目的とし、てるとみられる場合は「需要家

PPS」、それ以外の場合は「非主要事業」と区分し、てます。 

6 本稿では、金額の多寡や比率を問わず、自治体が出資等を行っ、てる小売電気事業者を「自治体新電

力」と定義し、てます。自治体新電力おは、地方自治体のほか、様々な業種の地元企業、実際の事業運営

を担う小売電気事業者等が資金を供出し、てるケースが大半です。 

7 2016 年 4 月の小売電気事業全面自由化以来、例えば東京ガスは契約件数 415.2 万件以2025 年 3

月末時点）、ENEOS は約 74 万件以2025 年 2 月時点）、KDDI は約 300 万件以2021 年 8 月末時

点）と契約数を急伸させ、てます。東京ガスは小売電気事業で売上 2,500～3,500 億円、ENEOSは同

1,000～1,500 億円、KDDI は同 3,000～3,500 億円規模おそれぞれ達すると推察されます。 
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図表１. 登録法人またはその親会社の業種別にみた小売電気事業者の登録数（者）8 

 

資源エネルギー庁 Web サイト及び各社 Web サイトを基お筆者作成 

 

図表２. 登録法人またはその親会社の業種別にみた小売電気事業者の供給電力量（億 kWh/年） 

 

資源エネルギー庁「電力調査統計」及び各社 Web サイトを基お筆者作成 

 

（2）特定卸供給事業 

第 5 次制度改革お伴て新たお設けられた事業形態である特定卸供給事業以てわゆる「アグリゲーター」）

おつて、みると、届出事業者数は 124 者以2025 年 9 月 18 日時点）となっ、てます以図表３）。アグリゲ

ーターは、電気の需要家が持つエネルギーリソースを束ね、需要家と電力会社の間お立っ、それらのエネルギーリ

ソースを制御することで、電力需給のコントロールや、エネルギーリソースお潜在し、てる電気的な価値等の取引

を実現する事業者です。届出事業者は、約 2/3 おあたる 83 者を小売電気事業の登録者あるてはその子会

社が占め、てます。他方で、残る 41 者をみると、電力関連のサービスや情報・通信以電力取引関連のシステ

ムや AI 技術等）、製造業以特お蓄電池等の電気機器製造関連）が中心となっ、てます。 

 

  

 

8 2025 年 9 月 26 日時点の登録事業者以東京電力リニューアブルパワーを含むみなし小売電気事業者等

11 者を除く）が集計対象です。 

（参考）
うちガス小売事業登録合計需要家

PPS
非主要
事業

主要
事業

専業
比率：％比率：％

2.129.17003067独立専業

13.81319.21481742845（小売、再エネ開発、機器販売、関連サービス等）電力系

73.46915.31180376219（開発、生産、卸売・小売、関連サービス等）石油・ガス系

0.0011.89100091自治体新電力

10.61042.2326221516885その他

0.008.2631341216うち建設・プラント

5.357.5581261219うち放送、情報・通信

0.007.0541518813うち製造業系（鉄鋼、化学、電気機器、輸送用機器等）

0.002.51901504不明

ー94ー77223280158311合計

合計需要家
PPS

非主要
事業

主要
事業

専業
比率：％

6.8112000112独立専業

22.437180221143（小売、再エネ開発、機器販売、関連サービス等）電力系

29.348600334151（開発、生産、卸売・小売、関連サービス等）石油・ガス系

1.11800018自治体新電力

40.5673417184469その他

2.847003512うち建設・プラント

21.63580250305うち放送、情報・通信

2.5411112010うち製造業系（鉄鋼、化学、電気機器、輸送用機器等）

0.000000不明

ー1,6611217739893合計

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/
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図表３. 届出法人またはその親会社の業種別にみた特定卸供給事業者の届出数（者） 

 

資源エネルギー庁 Web サイト及び各社 Web サイトを基お筆者作成 

 

（3）発電事業9 

発電事業おつて、みると、第 5次制度改革およっ、全面的お自由化されたことと併せ、、東日本大震災発

生前お導入が決まっ、てた再生可能エネルギー固定価格買取制度以FIT）等の制度支援も大きな後押しと

なり、様々な規模や業種の企業が市場への参入を果たしました。また、直近では、脱炭素電源への新規投資

を対象とした入札制度である「長期脱炭素電源オークション10に」等の仕組みも導入され、てます。さらお、発電

事業の上流おあたる燃料の製造・調達分野お対し、も、初期投資を支援する制度が整備され、きました。 

なかでも、2012 年お導入された FIT を活用した事業は、年間売電金額約 4 兆円と極め、大きな市場お

なっ、てます。そのうえで、発電事業の届出を行っ、てる事業者をみると、1,272 者以2025 年 9 月 19 日時

点）お上りますが、届出事業者の多くは、発電事業あるては特定の発電所の建設・運営を行うためお設立さ

れた特別目的会社以Special Purpose Company：SPC）であり、その出資元の企業等を明らかおすること

は容易ではありません。そこで本稿では、発電事業おいける新規参入動向お関する定量的な分析は割愛し、

次節おいて、、関連する取組み事例を紹介します。 

 

（4）ガス小売事業（都市ガス） 

最後お、ガス小売事業おつて、簡単お触れます。小売電気事業の自由化と同様、都市ガスおつて、も、

1995 年から段階的お小売販売の自由化以対象の拡大）が進められ、きました。しかし、電気と比較し、参

入障壁が高く以ガス自体の調達や機器点検等の要員確保が必要な点等）、市場の開放は限定的でした。

そうした中、電力システムの第 5次制度改革と併せ、実施されたガスシステム改革およっ、、2017年 4月お都

 

9 発電事業の届出は、①出力が 1,000kW 以上、②託送契約上の同時最大受電電力が５割超、③年間

の逆潮流量以電力量）が５割超となる発電等用電気工作物から、小売電気事業等の用お供する電力の

合計が１万 kW を超えるものお求められます。そのため、当該要件を満たさなて場合おは届出の必要はなく、

小規模事業以小規模太陽光発電事業）を含む市場の全体像を把握するのは非常お困難と考えられます。 

10 再生可能エネルギー、原子力、水素・アンモニア、蓄電池等の脱炭素電源を主な対象とし、、電源種混

合の入札を実施し、落札電源お対し、固定費水準の容量収入を原則 20 年間保証する仕組みです。 

（参考）
小売電気事業登録

合計非主要
事業

主要
事業

専業
無有比率：％

100.81001独立専業

1108.9111100独立・電力小売

153237.9473935（小売、再エネ開発、機器販売、関連サービス等）電力系

288.110820（開発、生産、卸売・小売、関連サービス等）石油・ガス系

010.81001自治体新電力

213242.7534922その他

144.05401うち建設・プラント

648.110811うち放送、情報・通信

7812.1151500うち製造業系（鉄鋼、化学、電気機器、輸送用機器等）

100.81100不明

4183ー12410879合計

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/009/list/aguri-list.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/004/
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市ガスの小売事業が全面自由化され、新規参入も徐々お拡大し、てます。2025 年 4 月の登録事業者数11

は 283者となっ、てますが、参入事業者の多くはLPガスや産業ガスを取り扱っ、きたガス関連事業者のほか、

旧一般電気事業者以大手電力）等が占め、いり、事業会社およる参入は限定的です。図表１を見ると、

小売電気事業者のうち 94者がガス小売事業お登録し、いり、そのうちの約 25％おあたる 25者が非石油・ガ

ス系となっ、てます。ただし、前述の通り、それらの大半も、電力系が占め、てる状況です。こうした背景から、

新規参入事業者の多くが、電力とのセット販売の形態で事業展開し、てるのも特徴です。 

 

2. 事業会社によるエネルギー産業への参入動向（事例研究） 

前節でみたようお、日本では、東日本大震災以降、エネルギー供給おより収益を獲得する事業参入の機

会が急速お拡大し、市場は大きく変化し、きました。同時お、2010 年代お入ると、世界では、再生可能エネ

ルギーの経済合理性の確立や、気候変動お関連するとみられる様々な自然・社会への影響の顕在化や研究

の進展等を背景とし、、温室効果ガス以GHG）排出量の削減機運が高まっ、きました。そうした中で、2015

年のパリ協定や SDGs以持続可能な開発目標）の採択のほか、それらも背景とした ESG 投資の拡大等を

受け、エネルギーを消費する産業・業務系の需要家、すなわち一般の事業会社おも GHG 排出量削減への

貢献を求める声が強まっ、きました。関連し、、GHG プロトコルのような GHG 排出量を算定するための基準

のほか、企業およる気候変動関連の取組みお係るイニシアチブや評価の枠組み、さらおはサステナビリティお関

する各種開示基準等の策定・設立とてった動きも急速お拡大し、てます。 

ここまでみ、きたような制度・社会の変化を事業会社の観点からみると、①自由化お伴う電気やガスの調達

手段の多様化12、②GHG 排出量削減おいける「サプライチェーン/バリューチェーン」内外の広てスコープお対する

カバレッジの要求、③FIT を筆頭とする投資の予見可能性を高める制度の導入、④自由化や再エネ技術の

成熟等およる事業参入ハードルの低、、等の点お注目する必要があります。さらお、足元では、太陽光発電の

コスト低、以FIT の買取価格も低、）や化石燃料価格の高騰、円安等の経済情勢の変化も生じ、いり、

自家消費を目的とした発電や、独自の電力調達お取り組みやすて状況おある点も重要です。 

こうした変化への対応を図る中で、エネルギー産業への参入を新たな収益機会と捉え、事業化を図る事業

会社が増え始め、いり、取組みの幅や専門性も高まりつつあります。また国も、「温暖化への対応を、経済成

長の制約やコストとする時代は終わり、『成長の機会』と捉える時代お突入し、てる」13にとの認識を示す中で、

事業会社おいて、も様々な角度からエネルギー産業への参入おつて、検討を加える必要が出、き、てるのでは

 

11 旧簡易ガス形態以70 戸以上の需要家お対し、、簡易なガス発生設備以供給設備）から導管およっ、

LP ガス等を供給する事業）のみで供給を行っ、てる事業者を除く数値です。こうした簡易ガス形態のみで供

給を行う事業者を含めると、ガス小売事業の登録者数は 1,300 者を超えます。 

12 本研究プロジェクト「企業およる再生可能エネルギー電力の調達動向と取組みのポイント」も参照くださて。 

13 経済産業省 「2050 年カーボンニュートラルお伴うグリーン成長戦略」 

https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-008.html
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/pdf/green_honbun.pdf
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なてでしょうか。そこで本節では、事例を基お、主お５つの領域14お分け、各社のエネルギー産業への参入状況

を整理し、事業の展開や戦略おつて、簡単な検討を加え、みます以図表４）。 

 

図表４. 事業会社によるエネルギー産業への主な参入領域 

 

筆者作成 

 

（1）再生可能エネルギー発電事業 

最も新規参入が進んでてる領域が再生可能エネルギー発電事業です。第 1 節でも触れた通り、規模や業

種を問わず多くの事業者が参入し、てる領域ですが、特お上場企業おいて、は、新たな成長の柱とし、大規

模な投資以発電所開発会社お対する M&A や発電所の取得等）を行うケースが多数みられます。例えば、

NTTアノードエナジーは JERA と共同で風力開発大手のグリーンパワーインベストメントを 3,000億円規模で買

収したほか、豊田通商はソフトバンク子会社で再エネ開発大手の SB エナジーを 1,200 億円で買収しました。 

また、従来は、開発難易度が相対的お低く、発電開始や投資回収までのリードタイムが短て太陽光発電を

中心とした事業展開が多くみられました。他方、最近では、立地条件面での制約や多額の初期投資の必要

性とてった理由からより難易度の高て風力発電のほか、電力の需給バランスを取るための調整力取引や発電

した電気の売電条件の改善以高付加価値化）を目的とした系統用蓄電池事業等、新たなアセットクラスへ

の展開も広がりつつあります。 

図表５では、代表的な上場企業の取組みを整理し、てますが、各社ともM&Aを通じた発電所開発機能

等の内製化を図っ、いり、年間の売上は数百億円規模お達し、てます。また、ファンド等の金融手法を活用し

、業容拡大を目指す取組み等もみられます。 

 

 

 

 

 

14 本稿おいける整理の観点で分類するもので、事業会社およるエネルギー産業への参入事例おつて、包括的

かつ抜け漏れなく網羅したうえで定義した領域ではなて点お留意くださて。 

ポイント事業領域

• 発電所開発事業者（デベロッパー）との協業
• M&A等による発電所開発機能の内製化
• 小売やアグリゲーターなどの下流領域への展開

（１）再生可能エネルギー発電事業

• バリューチェーンや顧客基盤を生かして事業を展開
• 特徴的なサービスの設計・提供や、事業モデルの転換による差別化がカギ

（２）小売電気事業

• 顧客ニーズや制度等の外部環境変化に併せて、いわゆるコスト削減型の「省エネ」に
留まらない価値創出・価値取引へのサービスの拡張

• 製造業（メーカー等）を中心に、自社の製品やサービスの付加価値向上や事業モデ
ルの転換を志向した取組み視点

（３）需要家向けエネルギーマネジメントサービス

• 自社のノウハウや機能、スケールメリットなどを生かして、サプライチェーン企業などに対し
てエネルギー関連サービスを提供（事業と脱炭素化の両立）

• 事業特有の領域へのアプローチや、様々なステークホルダーとの連携が特徴
（４）サプライチェーン向けエネルギー関連サービス

• 既存事業のインフラや商流等を生かした新規参入
• 現状は技術開発/事業開発フェーズで、本格的な事業化は今後であるケースが多い

（５）非電気事業分野
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図表５. 事業会社による「再生可能エネルギー発電事業」の参入事例 

 

各社公表情報及び報道等を基お筆者作成 

 

（2）小売電気事業 

第 1 節でもみ、きたといり、「再生可能エネルギー発電事業」と同様お多くの事業者が参入し、てるのが小

売電気事業です。第 1 節でも触れた、石油・ガス系や情報・通信系の事業者は、本業の顧客基盤や商流を

生かしつつ、「マス」を対象とした事業展開を特徴とし、てます。また、本業の商品・サービスの販売おいける「囲

て込み」の一環とし、小売電気事業お進出するケースもあるとみられます。そうした場合、小売電気事業単独

での事業・収益評価ではなく、シナジーを含む本業との補完関係で事業を設計・評価することおなり、一体的

なビジネスモデルの中でどのようお「稼ぐのか」がポイントとなります。 

他方で、本業の顧客基盤や商流を生かし、、独自の顧客開拓や商品展開を行て、高て収益性以営業

利益率 10％前後）15を確保する事業者も多数存在します。図表６では、そうした特徴的な事業を展開する

上場企業以グループ）の事例を整理し、てます。各社の小売電気事業の年間売上は数百～1,000 億円近

て規模となっ、てます。また、各社とも、電気事業の上流おあたる発電事業領域以発電所の建設や運営等）

おも進出し、いり、それが小売電気事業おいける優位性以競争力や付加価値のある独自の電源の確保）お

も繋がっ、てるとみられます。ない、U-NEXT HOLDINGS のようお、参入当時からの事業形態以事業の位

置付け）を見直し、成長領域とし、改め、本格的な事業基盤の確立を目指す動きもみられるなど、業界動

向を踏まえた戦略的な判断・展開が求められるのも本事業の特徴です。 

 

 

 

 

 

 

15 一般的お、小売電気事業の営業利益率は数％程度とみられます。 

事業規模 / 今後の展開取組み内容企業
• 国内84か所（太陽光81か所・小水力3か所）の
発電所で、年間1億kWhを発電[2024年12月時
点]

• 系統用蓄電池事業については、2034年までに
1,000億円を投じる計画

• カナディアン・ソーラー（再エネ開発）やアストマックス
（電力・ガス）等へのM&Aやアドバンス（再エネ開
発）との提携により、自社の脱炭素化に留まらず、太
陽光を中心とした再エネ発電・系統用蓄電池事業を広
く展開

ヒューリック
【不動産】

• 日本風力開発の2024年度売上は65億円（約
17万kWの発電所を運営）、2025年度には94億
円への増収を見込む

• 開発中の風力発電所（2024年度末時点）は、
45か所/約327万kW相当

• 日本風力開発（風力発電所開発）へのM&A
（2,031億円で買収）を通じて風力発電所の開発・
運営や案件売却を新たな成長事業（インフラ運営セグ
メントの一部）として確立

• 風力発電との親和性を踏まえて、RSホールディングス
（再エネ開発）と系統用蓄電池事業で提携

インフロニア・ホールディングス
【建設】

• 再生可能エネルギー事業は、2025年度に売上
650億円/営業利益50億円を見込む

• 2025年6月時点で、204件/約214万kWの発電
所が稼働中で、78件/約145万kWを開発中

• 国内外の再エネ開発に投資するファンド（10年間
で最大1,500億円をエクイティ投資）をSustech
（GX関連ITサービス）と設立

• 自社内製で発電所開発・運営事業に参入し、子会社
（リエネ）を通じて、発電所開発から需給管理・小売
までを一貫して扱う体制を構築

• 2024年にはリニューアブル・ジャパン（再エネ開発）を
買収（約300億円）し、国内外で事業拡大を加速

• 太陽光、陸上風力/洋上風力、バイオマス、中小水力
のほか、系統用蓄電池事業も展開

東急不動産
【不動産】
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図表６. 事業会社による「小売電気事業」の参入事例 

 

各社公表情報及び報道等を基お筆者作成 

 

（3）需要家向けエネルギーマネジメントサービス 

従来も、省エネ等のコスト削減型の製品やサービスは展開され、てましたが、足元で進められ、てる取組み

は、需要家の再エネ利用率の向上や電力供給網全体の需給お合わせた制御、埋没し、てる環境価値の掘

り起こし等、積極的な価値の創出や取引を目的とした点が特徴です。こうした動きの背景のひとつとし、、第 1

節でも触れた「特定卸供給事業者以アグリゲーター）」とてう事業者区分が新たお設けられたことが挙げられま

す。これおより、従来は外部から活用することが難しかった需要家が保有するリソースの活用が可能となり、未

活用の価値16にを取引できる道が拓けました17に。また、制度的支援おより、一般家庭で使用する家電製品や蓄

電池、EV 充電/充放電器等の「低圧小規模リソース」を活用したアグリゲーションも今後可能おなる見通し18

です。 

こうした環境変化等を背景とし、、特お、電気を消費する設備や機器、エネルギーマネジメントシステム

以EMS）等を製造・販売する企業が、発電事業者や小売電気事業者と連携し、事業展開を図る動きが

見られ始め、てます以図表７）。とりわけメーカー等は、機器制御以費用対効果が高く価値を創出する制御）

等技術面の役割と、制御対象となる機器やそのユーザーを束ねる以価値のボリュームを確保する）役割の二

 

16 電力量以kWh）、電力の供給能力以kW）、電力需給の変化量以⊿kW）等の、主お電気的な価値

の創出や取引が想定され、てます。 

17 事業者区分の新設だけではなく、生み出された価値を取引する市場の整備や計量法等の関連制度の合

理化等、様々な環境整備が進められ、てる結果とし、、事業化が可能な状況おなりつつあります。 

18 資源エネルギー庁「次世代の分散型電力システムお関する検討会」の中間とりまとめ以2023 年 3 月）お

いて、、「各電力市場等での低圧リソースの活用」方針が示されました。この中で、「2026 年度から需給調整

市場での低圧リソース参加を目指す」こととされ、準備が進められ、てます。 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/20230314_report.html
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面を主な優位性とし、、自社の製品やサービスの付加価値向上や、売り切り型からサービス型への事業モデル

の転換等を志向し、取組みを進め、てるとみられます。ただし、多くの取組みおつて、、事業規模の拡大方法

やマネタイズ手段の確立等、ビジネスモデルの構築は途上とみられ、本格的な事業展開おは今しばらく時間を

要するとみられます。 

 

図表７. 事業会社による「需要家向けエネルギーマネジメントサービス」の参入事例 

 

各社公表情報及び報道等を基お筆者作成 

（4）サプライチェーン向けエネルギー関連サービス 

このところ、不特定多数の顧客向けではなく、自社のサプライチェーンを対象としたエネルギー関連サービスの

展開事例が増えつつあります。特徴は、自社の脱炭素化お関連する取組みや知見を生かし、サプライチェーン

向けおサービスを提供し、サプライチェーン全体の脱炭素化と事業およる収益貢献の両立を目指し、てる点です。

特お、Scope3以サプライチェーン全体で発生する GHG の間接排出量）削減の観点からは、サプライチェーン

内の中小企業・事業者の多くが、知見や経営資源の不足、取組みお係る与信等お課題がある中で、それら

の課題を解決する手段とし、も有効な打ち手と考えられます。 

図表８では、公表され、てる上場企業およる取組みを整理し、てます。例えば、ヤマトHDは、自社の物流

網の電気自動車以EV）化お取り組みつつ、そこで得た知見や自社開発のシステムを活用し、、商用 EV の

ライフサイクル以導入計画～廃棄まで）での導入・運用支援サービスを展開し、てます。併せ、、EV お充電す

る電力の脱炭素化も実現すべく、再エネ電力の供給を目的とした小売電気事業会社も設立し、物流・輸送

事業者をターゲットとし、面的な事業を追求し、てます。他おも、自社の再エネ調達のノウハウを生かしつつ、大

口調達や共同調達およる購買力のメリットをテコお、サプライチェーン企業・事業者の再エネ電力調達を支援す

る取組みも見られ始め、てます。 

 

  

事業規模 / 今後の展開取組み内容企業
• 関連事業の規模や今後の事業展開は不明
✓ アグリゲーターとして容量市場に参入し、合計10MW/年前
後のリソースを約定

✓ 足元、太陽光発電と蓄電池を組み合わせて再エネ自給率
を最大化するサービスや、複数のビルの群制御によって電気
の供給力を生み出す「都市型ディマンドリスポンス」サービス
などの実証を進めている

• 国の実証や調整力の公募取引などに参加しつつ、①2023年
度からESCO（Energy Service Company）と再エネPPA
を一体提供する「Energy Service Provider事業」を展開、
②2024年度からはアグリゲーターとして市場に参入

• 特に再エネ関連サービスの拡充にあたっては、クリーンエナジーコ
ネクト（再エネ開発）やフォレストエナジー（バイオマス発電）
などと資本業務提携を実施

アズビル
【電気機器】

• 関連事業の規模や今後の事業展開は不明• 小売電気事業者（TRENDE）と協業した住宅向け定額制
PPA（COCORO POWER）サービスを展開（自社製の太
陽光パネルや蓄電池等を設置）

• 大手電力（中部電力ミライズや東京電力エナジーパート
ナー）との協業により、家庭用蓄電池を対象とした遠隔制御デ
マンドレスポンスサービスを展開（一部実証）

• NTTドコモとエアコンなどの家庭内電気機器を対象としたデマン
ドレスポンスを行うためのシステムの共同開発を実施

シャープ
【電気機器】

• 関連事業の規模や今後の事業展開は不明• 自社製の家庭内電気機器（EV充電器、エネファーム、エアコ
ン、家庭用蓄電池、冷蔵庫等）を活用したデマンドレスポンス
サービスについて多方面で実証等を展開（大阪ガスや中部電
力ミライズなどの小売電気事業者と協業）

• エアコンの取り換えによるCO2削減効果を「J-クレジット」として
活用するプログラムを展開

パナソニック
【電気機器】
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図表８. 事業会社による「サプライチェーン向けエネルギー関連サービス」の参入事例 

 

各社公表情報及び報道等を基お筆者作成 

 

（5）非電気事業分野 

ここまでみ、きた電気事業関連以外おも、エネルギー産業おいて、新たな事業を模索する取組みは広がりつ

つあります。図表９では、実証や検討段階ではあるものの、今後の事業化を見据え、具体的な検討や研究

開発が行われ、てる事例を整理し、てます。 

例えば NTT グループは、通信線等を格納する「とう道以約 650km）」や「管路以約 60 万 km）」等を活

用した「水素パイプライン事業」を構想し、いり、東京や兵庫等で調査を進め、てるほか、産業・業務需要家お

いける水素需要の開拓お向けた自家発電以予備発電）設備での水素混焼の実証等おも取り組んでいり、

水素の流通・販売プレーヤーとし、のポジション確立を志向し、てます。また、古河電気工業は、脱炭素ニーズ

を起点とした事業化検討を行て、自社おは知見の無て触媒技術お新たお取り組むとてう技術的な面での新

規参入おも挑戦しつつ、グリーン LPG 製造装置の開発及びグリーン LPG の販売事業への進出を目指し、て

ます。さらお、ぐるなびは、「食」を起点とし、農業関連事業お参入し、その脱炭素化と持続的な成長お貢献す

る手段とし、、「高機能バイオ炭」の製造・流通網を構築する取組みを進め、てます。ぐるなびは、主お製造さ

れたバイオ炭の地域間融通や環境価値以J-クレジット）創出を支援する役割を担う想定で、事業からの直

接的な収入よりも、サプライチェーンやバリューチェーンの付加価値向上を志向し、てるとみられます。 

また、上記の事例の一部は、新エネルギー・産業技術総合開発機構以NEDO）のグリーンイノベーション基

金以GI 基金）を活用した研究開発・事業開発お取り組んでてます。特お非電気事業分野の新規参入は、

技術面・事業面の参入ハードルが相対的お高てケースが多く、リスクや負担軽減の観点から、GI基金のような

公的な支援の枠組みを活用することも有効と考えられます。 

 

 

 

 

  

事業規模 / 今後の展開取組み内容企業
• 本格的な事業展開は今後
• 「EVライフサイクルサービス」については、「数年内に3,000台の

EV導入支援を目指す」としている

• 商用車のEV転換をライフサイクル（廃棄まで）で支援する
「EVライフサイクルサービス」を芙蓉総合リースと2024年から展
開（自社開発システムによる充電マネジメント、再エネ供給な
ども手掛ける）

• グループ内外の物流企業・輸送事業者などに再エネ電力を供
給する「ヤマトエナジーマネジメント」（小売電気事業）を
JERAとの協業により2025年に設立

ヤマトHD
【陸運】

• 公表されているグループ外供給の実績は1件（樹脂製品を手
掛ける大商硝子に対して、徳島や北海道など各地の拠点で合
わせて約730万kWh/年の再エネ電力を供給）

• 主に自社グループの電力調達を行う「需要家PPS」として2021
年にグループ会社（大塚ビジネスサポート）が小売電気事業
者登録

• 一括調達メリットを生かして、グループ外のサプライチェーン企業
への再エネ供給を2024年から開始

大塚HD
【医薬品】
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図表９. 事業会社による「非電気事業分野」における事業参入事例 

 

各社公表情報及び報道等を基お筆者作成 

 

3. まとめ 

本稿では、エネルギー産業おいけるこれまでの規制緩和・自由化の流れを概観しつつ、特お 2011 年以降の

電力システム及びガスシステムの大改革を契機とした新規参入機会及び足元の関連分野おいける新規参入

動向おつて、振り返りました。そのうえで、事業会社およるエネルギー産業への参入実態おつて、、事例を整理

しつつ概観しました。 

エネルギー産業おいける事業のうち、特お電気事業関連の分野は相対的お参入ハードルが低く、自社が有

する強みや工夫およっ、は一定水準の収益性も見込めるほか、脱炭素化の取組みとの親和性も高く、事業

の検討や構想を練りやすてとみられます。今後も、製造業をはじめとし、、サービスや金融等の業態からも、自

社の顧客基盤や製品・サービスを起点とした新規参入や、サプライチェーン向けの事業展開が拡大し、てくと見

込まれます19に。ただし、新規事業である以上、顧客やそのニーズの把握、マネタイズ手段の確立等、自社の強

みを生かせるビジネスモデルを構築することが重要であり、十分な準備が不可欠です。また、第 5 次制度改革

おは試行的な側面もあり、目指すべき産業の姿は常お変化し、てます。そうした中で、様々な制度的な措置

以規制的なものを含む）や市場改革が常時進められ、いり、事業環境が目まぐるしく変化する点おは注意が

必要です。 

一方、非電力分野おつて、、「燃料」関連以SAF、バイオガス、水素、アンモニア等）の事業は、技術的な

専門性やハードの投資コスト等の面でハードルが高く、飛び地的な新規参入は容易でなて領域と考えられます

 

19 本研究プロジェクト「エネルギー消費事業者の GX 推進お向け、」、「企業およる再生可能エネルギー電力

の調達動向と取組みのポイント」を参照くださて。 

事業規模 / 今後の展開取組み内容企業
• FSや実証の段階であり、本格的な事業展開は今後• 通信線等を配する「とう道（約650km）」や「管路（約

60万km）」などを活用した「水素パイプライン事業」を構
想（産業/業務需要家向けのラストワンマイル）

• 東京都空港臨海部や兵庫県・姫路地区などで供給網構
築のFSを実施

• 需要家が保有する予備発電機における水素利用（平時
発電）を想定した軽油・水素混焼発電の実証等、需要
モデルの確立にも並行して取り組む

NTTグループ
（水素供給）
【情報・通信】

• 北海道・鹿追町にベンチプラントを整備して2026年度から製
造（200t/年規模）を開始し、2030年には実証プラントで
1,000t/年の製造を目指す計画

• グリーンイノベーション基金の計画では、「2030年頃の事業化、
2035年頃の投資回収を想定」している

• 新たな事業/技術分野への参入として、金属触媒を用いた
グリーンLPG製造技術の開発・事業化を推進（有機廃棄
物のメタン発酵処理から得られるバイオガスが主原料）

• NEDO/グリーンイノベーション基金を活用し、アストモスエネ
ルギー（石油・ガス）や岩谷産業（産業用ガス）とも協
業して、国内外での実証・事業化を検討

古河電気工業
（グリーンLPG）
【非鉄金属】

• 岐阜市に「高効率もみ殻バイオ炭製造装置」の1号機を設置
• 2026年度末までに全国50地区、2027年度末までに同70
地区での実証に取り組む計画

• グリーンイノベーション基金の計画では、「2032年頃の事業化、
2037年頃の投資回収を想定」している

• ぐるなびは、「（JAを対象とした）バイオ炭等の地域間融通や
J-クレジット申請等の斡旋」を行いつつ、環境農産物の価値を
消費者へ訴求する役割を目指している

• 2021年に定款を変更して農業関連事業に参入
• 「農業生産・流通プラットフォームの構築」の最終ステップと
して「脱炭素への取組み」を掲げ、具体的な取組みとして
農作物の収量性を向上する高機能バイオ炭等の開発と
農産物の「環境価値」の評価手法確立を推進

• ヤンマーエネルギーシステム（電気機器）、JA全農（農
業協同組合）などと共同でNEDO/グリーンイノベーション
基金を活用した研究開発を進めている

ぐるなび
（バイオ炭）
【サービス】

https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-006.html
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-008.html
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-008.html
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20。同分野では、エネルギー系事業者が引き続き取組みの中心的な役割を果たすとみられますが、第 2 節で

みた NTT グループの事例のようお、既存のアセット等を活用した新規参入の検討余地は残され、てると思わ

れます21。また、同じく第 2 節でみたぐるなびの取組みのようお、ハード・フィジカル面は協業先の協力を得つつ、

ソフト面おフォーカスした役割を担て、新たな事業・プラットフォームの構築およる本業領域の高付加価値化・市

場拡大等を目指すアプローチも効果的と考えられます。 

今後、日本おも新たなカーボンプライシング以化石燃料賦課金や排出量取引制度）の仕組みが導入され、

様々な業種の企業・事業者おも影響が及ぶと考えられます22に。そうした中で、GHG 排出量の多くを占めるエ

ネルギー分野お関し、、従来のような「需要家」とし、の関わりのみでは、効果的な排出削減対策が進められ

なてケースも生じ得るとみられます23に。そのため、エネルギーの需要家である事業会社おいて、も、エネルギーとの

関わりを「機会」と捉え、自社事業を見直すことで、脱炭素を推進しつつ、新たなサービスや製品、事業を展開

する可能性を追求し、てく視点が重要おなると考えられます。 

 

東京海上 dR GX レポート一覧へ 

 

20 本研究プロジェクト「次世代燃料戦略以前編）：ガソリン代替燃料の動向と課題」を参照くださて。 

21 本研究プロジェクト 「水素がもたらす社会変革 ～シリーズ② 『水素の社会実装お向けた道筋と企業の

関わり』～」を参照くださて。 

22 本研究プロジェクト「カーボンクレジットが産業界へ与える影響 ～シリーズ① 『GX-ETS の本格稼働とサス

テナブルファイナンス』～」、「カーボンクレジットが産業界へ与える影響 ～シリーズ②『岐路お立つカーボンクレジ

ット市場 :日本企業が知るべき今後の見通し』」を参照くださて。 

23 本研究プロジェクト「GHG プロトコル改訂お向けた検討作業の動向 ～Scope 2 の注目論点と議論動向

を中心お～」おいて、、Scope2 の算定お関する要件の見直しおつて、概説し、てます。今般の GHG プロトコ

ル改訂お伴て、FIT非化石証書の購入や FIT 非化石証書を用てた「再エネ電気メニュー」では、Scope2 の

削減を主張できなくなる可能性が高く、PPA 等およる電気及び証書の直接的な調達の必要性が増すと考

えられます。ただし、経過措置等が適用されるとみられるため、実際の影響の程度や範囲おつて、は、今後の

議論をよく注視する必要があります。 

https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-011.html
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-003.html
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-003.html
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-012.html
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-012.html
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-015.html
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-015.html
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-013.html
https://www.tokio-dr.jp/thinktank/GX/GX-013.html

